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本
法
律
案
は
、
奄
美
群
島
及
び
小
笠
原
諸
島
の
特
殊
事
情
並
び
に
最
近
に
お
け
る
両
地
域
の
社
会
経
済
情
勢
に
か
ん
が
み
、

こ
れ
ら
の
地
域
の
主
体
的
な
振
興
開
発
を
促
進
す
る
た
め
の
所
要
の
措
置
等
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内

容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
及
び
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
有
効
期
限
を
そ
れ
ぞ
れ
五
年
間
延
長
し
、

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

二
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
の
目
的
規
定
に
、
地
域
の
自
立
的
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
追
加
す
る
。

三
、
国
は
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
本
方
針
及
び
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
基
本
方
針
を
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
も
の
と
す
る
。

四
、
当
該
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
鹿
児
島
県
は
奄
美
群
島
振
興
開
発
計
画
を
、
ま
た
、
東
京
都
は
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
計
画

を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鹿
児
島
県
又
は
東
京
都
は
、
あ
ら
か
じ
め
地
域
内
の
市
町
村
の
案
の

提
出
を
求
め
、
振
興
開
発
計
画
に
当
該
案
の
内
容
を
で
き
る
限
り
反
映
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
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五
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
両
地
域
の
振
興
を
図
る
に
当
た
り
、
医
療
の
充
実
、
農
林
水
産
業
の
振
興
、
地
域
間
交
流
の

促
進
及
び
人
材
の
育
成
に
つ
い
て
適
切
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。

六
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
を
解
散
し
て
独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
を
設
立
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
名
称
、

目
的
、
業
務
の
範
囲
等
に
関
す
る
所
要
の
規
定
を
設
け
る
。

七
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


